
１３ 防災ヘリコプター「みやぎ」

（１）導入の目的

社会経済情勢の変化に伴い，複雑多様化する各種災害に際し，消防防災体制の充実強化を図り，消

防防災活動の一層の迅速化，広域化を推進する必要がある。このため，県では防災ヘリコプターを導

入し，その機動性を活用した災害時の早期の被害状況把握，救急患者の搬送や人命の救助，空中消火

など広域的な航空消防防災活動を積極的に展開している。

（２）用途

防災ヘリコプターは，高速飛行，空中停止，垂直離着陸などヘリコプターの有する機動性を有効に

活用した次の業務を行っている。

(1) 災害応急対策活動（被害情報の収集，住民への情報伝達，緊急物資等の搬送）

(2) 救急活動（交通遠隔地からの傷病者搬送，医師等の搬送，転院搬送）

(3) 救助活動（山岳遭難事故等における捜索，救助）

(4) 火災防ぎょ活動（大規模火災における情報収集，資機材等輸送，空中消火）

(5) 広域航空消防防災応援活動（大規模地震災害等における東北各県等との相互応援）

(6) 一般行政活動（県政広報，撮影，調査）

（３）運航体制

空中からの救助，消火活動や救急活動などの消防防災業務を円滑に遂行するため，平成4年4月に防

災ヘリコプター管理事務所を設置し，各消防本部から救急・救助の経験を有する職員の派遣を受けて

防災航空隊（隊員9名）を組織している。また，防災ヘリコプターの運航は民間会社（東北エアサー

ビス株式会社）に委託している。 平成13年4月1日からは，県と仙台市による隔日交替の24時間運航

体制により，夜間時における救急活動や災害時における上空調査等の体制を実施していた。

東日本大震災で発生した津波により宮城県防災ヘリコプター管理事務所を含む仙台市消防ヘリポ

ートが被災したことから24時間運航体制は実施していなかったが，現在は両航空隊ともに仙台空港周

辺の民間敷地内に仮事務所を設置し，宮城県、仙台市による24時間運航体制を実施している。

（４）防災ヘリコプターの機種及び装備品

防災ヘリコプターの機種は安全性，運航実績，経済性等から川崎式ＢＫ117Ｂ－1型（川崎重工業株

式会社製）に決定し，平成4年4月から本格運航を開始した。その後，1,200時間点検時に改修を行い，

川崎式ＢＫ117Ｂ－2型とした。 平成20年3月には，機体の老朽化等のため，機体性能の向上した川崎

式ＢＫ117Ｃ－2型に更新を図った。

東日本大震災で発生した津波により，防災ヘリコプターが被災したため，東日本大震災関係の消

防・防災活動については，平成23年3月11日から8月1日まで設置されたヘリコプター運用調整班にお

いて，他機関と連携を図りながら活動を行った。

平成24年度については，民間から借りた代替機で消防・防災活動を行っており，主な装備品は救急

搬送資機材，救助用降下装置，救助用吊り上げ装置，機外貨物吊り下げ装置，広報装置等となってい

る。

平成25年6月に消防庁からの無償貸与機体（ＡＳ365Ｎ3＋）が納入されたが，より安全安心に運航

できるよう防災航空隊員・操縦士の習熟訓練を十分に行い，平成25年8月から緊急運航を開始した。

平成25年度にヘリサットが導入され，調査等においての映像配信が可能となった。

（５）ヘリポート等の整備

運航基地（メインへリポート）については，仙台市消防ヘリポート（平成13年2月1日供用開始，仙



台市若林区荒浜字今切29－2）を基地としてきたが，上記のとおり被災したため，現在は，運航管理

を委託している東北エアサービス株式会社敷地内に仮設事務所を設置し活動している。

県内155箇所の飛行場外等離着陸場を選定していたが（平成21年4月1日現在），東日本大震災関連

で現在使用不能となっている箇所を除いて，現在は165箇所が選定されている。（平成26年1月現在）

県庁屋上ヘリポートは，平成5年2月から供用開始しているが宮城県防災航空隊及び仙台市消防航空

隊の現有機体では面積及び耐荷重の面で使用できない状況である。

（６）他消防防災機関との連携応援体制

消防防災ヘリコプターが全国的に普及し，救急医療体制との連携や広域航空応援体制の確立など総

合的な消防防災体制のネットワークの形成が進められている。本県においても，協定の締結等により

他消防防災機関との連携応援体制の充実を図っている。


